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根 間 弘 海＊

１．はじめに

現在，十両以上の行司は足袋を履く「足袋行司」である。他方，幕下以

下は足袋を履かない「素足行司」である。三役以上は足袋と共に草履を履

く「草履行司」である１）。行司は素足行司，足袋行司，草履行司という順

序で出世していくが，その順序は地位としての草履が認められる天明８

（１７８８）年以降，ずっと現在まで変わりなく維持されてきたものだろうか。

それとも，そうではなく，天明８年から現在までの間で何らかの変化があ

ったのだろうか２）。実は，変化があったのである。それでは，どのような

変化があったのだろうか。

天明８年以前は，足袋行司と草履行司の区別がなかった３）。しかし，錦

絵を見る限り，草履行司は足袋を履いている。足袋行司がいなかったのに，

草履行司はなぜ足袋を履いていたのだろうか。実は，草履を許されると，

それに付随して足袋も許されていたのである。草履を履けば足袋も許され

たが，足袋だけの行司は許されていなかった。当時は，地位としての足袋

行司は認められていなかった４）。

本稿では，天保末期までの江戸相撲の足袋行司に限定し，主として次の

二つについて調べる。

＊専修大学経営学部教授
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� 足袋行司はいつ出現したか。

� 足袋行司はいつ定着したか。

本稿では，弘化以降の足袋行司についてはほとんど触れていない。また，

現在のように，いつ幕内行司や十両行司が草履を許されたかに関してもま

ったく触れていない。

２．文政６年以前の素足行司

地位としての足袋行司が現れたのは，おそらく文政７（１８２４）年から天

保４（１８３３）年までの間である。しかし，その間，いつの時点でそれが現

れたかとなると，残念ながら，具体的な年月をまだ確定できない。文政７

年から天保４年までは１０年間あり，けっこう長い年月である。その間に足

袋行司の出現を確認できる資料があるはずだが，文字資料ではそれをまだ

見ていない。そうなると，錦絵が貴重な資料となる。学研『大相撲』（p．７５）

に木村正蔵の足袋姿を描いた錦絵があり，もしかすると，それがその間に

描かれているのかもしれない。絵師の「五渡亭」を手がかりにすれば文政

末期か天保初期の可能性があるが，やはり具体的な年月を割り出すことは

できない５）。

草履行司は天明８（１７８８）年から現れている。草履行司を除けば，行司

はすべて素足行司だった。素足行司と草履行司の間に足袋だけを履く行司

はいなかった。文政６年の錦絵で第四席の木村庄太郎を素足で描いたもの

がある。おそらく，その頃までには足袋行司は現れていないはずだ。それ

では，文政６年以前までは足袋行司がいなかったことを裏付ける証拠をい

くつか見てみよう６）。
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� 文政６（１８２３）年１０月７），小柳と四賀峯の取組，春亭画，『江戸

相撲錦絵』（pp．３０―１）８）（図１）

当時，行司の木村庄太郎は第四席だが，素足で描かれている。

この地位の行司を素足で描いていることから，少なくとも文政６

年までは足袋行司はいなかったに違いない。

� 文化１３（１８１６）年２月，雲早山（小結）と玉垣（大関）の取組，

春亭画，酒井著『日本相撲史（上）』（p．２４６）／『相撲浮世絵』

（p．８６）

行司は木村庄太郎（第四席）で，素足で描かれている９）。左足

の小指がはっきり確認できる。文政６年に木村庄太郎が素足であ

れば，文化１３年に同じ行司が素足であるのは当然である。

酒井著『日本相撲史（上）』の「文化の川柳」の項に次のような興味深

い川柳が取り上げられている。

� 「出世して足袋を脱ぐ武士はく行司」（p．２１６））

これについて，酒井氏は次のようなコメントを書いている。

図1 小柳と四賀峯の取組
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「武士は布衣（目見え以上で布衣を着る資格のあるもの）以上の役義

を命ぜられるときには，将軍から直接渡されることになっている。そ

のときには素足で行くことになっていた。反対に行司は見習格の時に

は足袋をはかないが，幕下十両位の処にでる行司からは，ようやく白

足袋をはくことができるのである」（p．２１６）

この川柳を素直に読めば，文化年間には「足袋行司」がすでに出現して

いる。出世すれば，行司は足袋を履くからである。しかし，時代的背景を

考慮すれば，この足袋は草履と共に履く足袋を表しているはずだ。草履を

許されれば，それに付随して足袋も許されるからである。川柳では，草履

のことを述べず，足袋だけを強調しているので，誤解を招く恐れがある。

もう一つ，酒井氏のコメントには誤解を招く内容がある。つまり，幕下

十両位の行司になると足袋が履けると述べてあるが，これは現在の行司に

は当てはまっても文化年間には当てはまらない。文化年間当時は，草履を

許されていない行司は地位に関係なく素足だったからである。酒井氏がこ

の川柳のコメントを書いたとき，文化年間にも「足袋行司」がいたと考え

ていたかどうかは分からない，また，当時，幕下十両（現在の十両）以上

の行司も足袋が履けたと考えていたかどうかも分からない。いずれにして

も，文化年間にはそのような「足袋行司」はまだ出現していなかった。

� 享和２（１８０２）年，京都鴨河角觝図，渡辺崋山画，酒井著『日本

相撲史（上）』（p．２０４）１０）

この図は京都の勧進大相撲を描いたもので，行司の名前は記さ

れていない。江戸相撲の行司の足元を確認する資料としては必ず

しも妥当でないかもしれない。しかし，享和年間の行司の足元を

確認できる一つの参考資料にはなるはずだ。二重土俵の外側の土

俵近くで蹲踞している行司は素足である。小指がはっきり確認で
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きる。草履行司ではないことから，地位が少し低い行司のようだ。

上位力士の取組を裁いていることから，現在なら「足袋行司」に

相当する行司に違いない。その行司が「足袋」を履かず，素足で

描かれている。つまり，享和２（１８０２）年当時，草履でない行司

は「素足」だった。

ところで，この図では名乗り行司（呼び出し）が両力士の名前

を紹介している。一人の力士は腰をかがめて水をつけているが，

もう一人の力士は内側の土俵近くで観客に顔を向け，腰を前へ少

しかがめている。

� 寛政３（１７９１）年６月の上覧相撲の図（酒井著『日本相撲史』

（pp．１７４―５））１１）

上覧相撲を描いた錦絵やその様子を描写している写本などから

木村庄之助は素足だったことが分かる１２）。木村庄之助が素足であ

れば，他の行司が素足であることは間違いない。

上覧相撲の行司の足元に関し，明治時代の行司木村瀬平は次のように語

っている。

「（寛政３年の上覧相撲では：NH）行司は足袋以上の者に限り（参加

した：NH）」（『都』（M３１．５．１４））

これは事実に反する。というのは，寛政３年当時，足袋行司は存在して

いなかったからである。上覧相撲に参加した行司は「上位の行司」であっ

たことは間違いないが，当時の勧進相撲でも木村庄之助の草履を除き，上

位行司はすべて素足だった。そもそも，「足袋以上の行司」（つまり「足袋

行司」）という行司はいなかったのである１３）。
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ついでに，木村庄之助が寛政３年の上覧相撲でなぜ草履を履かなかった

のかについて簡単に触れておきたい。将軍の前で草履を履くことは失礼に

当たるからだと何となく理解していたが，それを文字資料で再確認するこ

とができた。『相撲家伝鈔』（正徳４（１７１４）年）に「草履の事」の項があ

り，次のように述べている。

� 「草履は田舎体にては冬にて用いる事もあり。御前相撲などは不

礼なり。夏は素足，冬草履を履かず。足袋ばかりにて致すべし。

惣じて草履はくこと不作法なり。キヤハンは用いるべからず。牡

丹などに緞子あや，いずれも見合用いるべし。」

この資料はこれまでもしばしば見ているが，随分昔の資料だと思い，あ

まり重要視していなかった。しかし，それは私の判断ミスであり，どうや

ら寛政３年当時もそれが生きていたようである。草履を御前相撲などで履

くことは「無礼」だとはっきり述べてあるからである。「無作法」ではな

く，「無礼」である。これがおそらく寛政３（１７９１）年の上覧相撲でも木

村庄之助が草履を履かなかった理由かもしれない。

この稿を執筆している時点ではこのように理解しているが，疑問がまっ

たくないわけではない。というのは，３年後に催された寛政６年の上覧相

撲では木村庄之助は草履を履いて裁いているからである１４）。寛政３年後に

草履に関する考えが大きく変わったかもしれない。つまり，勧進相撲で草

履を履くことが当たり前になり，地位としての草履であれば将軍の前でも

「無礼」にはならないという考えになったのだろうか。その辺のことが必

ずしもはっきりしない。
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３．文政７（１８２４）年以降の足袋行司

文政６年１０月の錦絵で第四席の木村庄太郎が素足であることから１５），当

時までは足袋行司はいなかったと言って差し支えない。それでは，地位と

しての足袋行司が現れたのはいつだろうか。文政７年以降の文字資料や絵

図資料でそれが見つからないかを調べているが，今のところ，断定できる

ような資料は見当たらない。従って，足袋行司が初めて現れるようになっ

た具体的な年月を確定することもできない。

（１） 越ヶ濱と追手風の取組を描いた錦絵（図２）

この錦絵は小冊子『相撲絵展』（山口県立萩美術館・浦上記念館編，平

成１０年１１月，p．１６）に掲載されている１６）。この錦絵は天保４（１８３３）年２

月の取組を描いてあるようだ１７）。その最大の理由は，越ヶ濱が天保３年１１

月に荒磯に改名していることである。絵師がその改名に気づいていたなら

ば，「荒磯」を使用したはずだ。天保４年２月には追手風は「逐手風」と

なっているが，これは「漢字」の表し方に厳密でなかった時代的背景によ

るものである。つまり，「逐手風」を「追手風」としても，読み方さえ一

致すれば，同じ力士として見なされていた。

この錦絵の絵師は五渡亭となっている。この五渡亭は文政１０（１８２７）年

頃，「香蝶桜」に改名している。錦絵の五渡亭にこだわり，改名後はその

名を使用しなかったとすれば，この錦絵は文政１０年以前に描かれているこ

とになる。また，木村正蔵は文政９年正月場所から文政１１年１０月まで番付

からいなくなる。それを考慮すれば，この錦絵は文政８年までに描かれて

いることになる１８）。しかし，文政８年までに足袋行司が現れていたとすれ

ば，文政１１年ごろに書かれた「角觝詳説活金剛伝」にもそのことが述べて
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あってもよさそうなものだが，それについては一言も触れていない。さら

に，文政１０年後にも香蝶桜と共に五渡亭の署名入りの錦絵がいくつかある。

たとえば，文政１０年後に描かれた錦絵では，次に示すように「五渡亭」の

署名になっている１９）。

� 文政１１年～１３年，阿武松横綱土俵入りの図，五渡亭画，『江戸相

撲錦絵』（p．５８）

阿武松は文政１１年２月に横綱免許を授与され，同時に故実門人

となっている（荒木著『相撲道と吉田司家』（p．１９７））２０）。

� 文政１２年～１３年，稲妻横綱土俵入りの図，五渡亭画，『江戸相撲

錦絵』（p．５９）

稲妻は文政１３年９月に横綱免許が授与され，同時に故実門人と

なる（荒木著『相撲道と吉田司家』（p．１９７）／吉田著『原点に

還れ』（pp．１９６―９））２１）。

� 天保４（１８３３）年２月，越ケ濱と追手風の取組，五渡亭画，『相

撲絵展』（p．１６）

この錦絵は天保２年に描かれているかもしれないと述べている

ものもある（『相撲絵展』（p．１６））。しかし，本稿では天保４年

図2 越ヶ濱と追手風の取組を描いた錦絵
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に描かれているとしている。両力士は文政１３年３月から天保２年

１１月まで対戦していないからである。

� 天保６年正月，小松山（布川）富吉，五渡亭画，酒井著『日本相

撲史（上）』（p．２９１）。

この錦絵には小松山改め布川とある。

このように見てくると，「五渡亭」の署名があれば，その錦絵は文政１０

年前に描かれたものであると必ずしも断言できない２２）。

越ヶ濱と追手風の取組を描いた錦絵は五渡亭の署名になっているが，天

保４年２月の取組を描いたものであると仮定すれば，木村正蔵は文政１１

（１８２８）年１０月から天保３（１８３２）年１１月までの間に足袋行司を許された

ことになる。しかし，いつの時点で許されたかは分からない。本稿の末尾

に示されている資料（２）にあるように，木村正蔵は文政９年正月の番付

からいなくなり，文政１０年１０月に復帰している。その後，天保５年１０月ま

で木村正蔵としてずっと務めている２３）。

（２） 木村正蔵の足袋姿を描いた錦絵（図３）

木村正蔵の足袋姿を描いてある錦絵は学研『大相撲』（p．７５）に掲載さ

れている２４）。この錦絵の年月を見分けることができれば，足袋行司がいつ

頃までにすでに現れていたかを知ることができる。そういう意味で，この

錦絵は貴重な資料である。もちろん，錦絵の年月が割り出せても，それに

よって足袋行司がいつ現れたかが直ちに分かるわけではない。確認できる

のは，その年月には足袋行司がすでに現れていたことである。錦絵が描か

れる前に足袋行司は既に現れていたかもしれないのである。

この錦絵は文政１１年（１８２８）１０月から天保４（１８３３）年２月の間に描か
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れたものだと推測できる。その理由としては，少なくとも次の三つがある。

� 木村正蔵は文政９年正月の番付から消えているが，文政１１年１０月

には復帰している。

� 越ヶ濱と追手風の取組を描いた錦絵は天保４年２月場所を描いた

ものである。その錦絵の行司は木村正蔵だが，この錦絵の木村正

蔵と同一人物である。

� 絵師が五渡亭だが，香蝶桜に改名した後でも五渡亭をときどき使

用している。従って，文政１０年以前の錦絵であると必ずしも断定

できない。実際，越ヶ濱と追手風の取組を描いた錦絵は，五渡亭

の署名があるにもかかわらず，天保４年２月のものである。

この錦絵は文政１１年１０月から天保４年２月の間に描かれたものだと推測

しているが，別の見方をすることもできる。木村正蔵は弘化２年２月に１２

代木村庄之助を襲名している。木村庄之助を襲名する前に草履を許されて

図3 木村正蔵の足袋姿を描いた錦絵
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いなければ，それまでずっと足袋だったことになる。従って，この錦絵は

天保４年２月以降に描かれた可能性もまったく否定できない。この見方が

正しいかどうかは，今後検討しなければならない。

この錦絵を文政１１年１０月から天保４年２月の間に描かれたものだと推測

している理由を三つ提示したが，その中でも絵師の五渡亭が重要である。

確かに，文政１０年頃に香蝶桜に改名し，その後もときどき五渡亭も使用し

ているが，天保後期の錦絵では五渡亭という署名を使用していない。天保

後期に五渡亭を使用していないことが確実であれば，五渡亭の署名が入っ

た錦絵はそれ以前に描かれたものである。

それでは，いつまで五渡亭の署名を使用していたのだろうか。これに関

しては，私は詳しく調べていない。公表されている出版物で見る限り，天

保後期には香蝶桜の署名ばかりで，五渡亭の署名はない。このように，木

村正蔵の一人立ちの足袋姿を描いた錦絵の年月に関しては，いつごろのも

のかさえはっきりしない。従って，具体的な年月を割り出すこともできな

い。

本稿では文政７年以降に足袋行司は現れたという立場だが，それ以前の

可能性がないわけでもない。その場合は，木村庄太郎（５代）が描かれた

とする文政６年１０月の錦絵の年月に問題がないかどうかを検討しなければ

ならない。もしその錦絵が文政６年以前のものであったことが分かれば，

それに応じて足袋行司が現れた年月も変わる可能性がある。このような問

題が生じるのは，もちろん，錦絵のような絵図資料に全面的に依存するか

らである２５）。

（３） 木村庄之助の足袋姿を描いた錦絵（図４）

学研『大相撲』（p．７５）に木村庄之助の一人立ちの錦絵がある。その木

村庄之助は足袋姿である。江戸時代であれば，木村庄之助が足袋姿であっ
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ても何も不思議ではない２６）。しかし，木村庄之助がいつからその足袋を許

されたかはやはり気になる。この錦絵の木村庄之助は１１代木村庄之助とし

て天保１０（１８３９）年３月から天保１５（１８４４）年１０月まで務めている２７）。木

村庄之助になる前は木村庄太郎（６代）を名乗っていた。その期間は文政

７（１８２４）年１０月から天保４（１８３３）年２月までである２８）。この行司が足

袋を許された年月の可能性は，二つある。

� 庄太郎時代に許された。つまり，文政７年１０月から天保４年２月

までの間に足袋を許され，木村庄之助になってもしばらくは足袋

を履いていた。

� 木村庄之助を襲名した後で許された。従って，それまでは素足だ

った。

この二つのうち，どれが正しいのだろうか。文政７年１０月から天保４年

までに木村庄太郎の「足袋」を裏付ける絵図資料や文字資料がない。木村

庄太郎時代に本人の足袋姿を描いた絵図資料もないし，木村庄太郎に足袋

が許されたことを記述してある文字資料もない。従って，その間に足袋を

図4 木村庄之助の足袋姿を描いた錦絵
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許されていたかどうかも分からない。しかし，他の行司の足袋姿から木村

庄太郎の足袋を確認できるかもしれない。その他の行司としては，たとえ

ば，一枚上の木村正蔵がいる。

木村正蔵は天保４年２月までは木村庄太郎より一枚上である。天保４年

までに木村正蔵に足袋が許されているので，木村庄太郎の足袋も次のいず

れかである。

� 木村庄太郎は木村正蔵と共に足袋を許されていた。

� 木村正蔵には許されていたが，木村庄太郎には許されていなかっ

た。

これもどれが正しいのか，実は，まったく分からない。裏付けとなる証

拠がないのである。木村正蔵より一枚下の木村庄太郎が共に天保４年２月

までに足袋を許されていたかどうかは分からない。どのような基準で足袋

が許されたかが分からないのである。たとえば，足袋を許す基準があった

かどうかが分からない。木村正蔵と木村庄太郎はほぼ同じ地位にあったこ

とから，同時に足袋が許されたかもしれない。しかし，木村正蔵と木村庄

太郎の間には「一枚の」地位の差があったことから，木村正蔵だけに許さ

れたかもしれない。どちらが事実かを判断するには，やはり証拠が必要で

ある。

この錦絵は確かに木村庄之助の足袋姿を描いているので，天保１０年３月

場所後に描かれていることは確かである。しかし，これは木村庄之助を襲

名した時に初めて足袋を履き始めたことを意味しない。木村正蔵が天保４

年２月までに足袋を既に履いていたことを考慮すれば，木村庄之助は木村

庄太郎時代に既に足袋を許されていたに違いない。いつ許されたかとなる

と，それが分からないのである。それを裏付ける確かな資料がないからで

ある。
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４．『相撲櫓太鼓』（天保１４年）の足袋行司

この『相撲櫓太鼓』には草履を履いた木村庄之助と式守伊之助だけでな

く，足袋を履いた行司が絵入りで掲載されている２９）。この写本は天保１４

（１８４３）年正月場所後に世に出ている。少なくともそれ以前に書かれたと

は思われない。それは次の理由に基づく。

� その場所で改名した力士が出ている（酒井氏『日本相撲史（上）』

（p．３１３））。

この場所で，たとえば，千田川が友綱に，狭布里が柏戸に，鷲

ヶ濱が常盤山に，橘が三ツ鱗に，それぞれ改名している。すなわ

ち，改名後の力士が描かれている。

� その場所の取組表と一致する取組が多い（酒井氏『日本相撲史

（上）』（p．３１３））。

� 行司の木村禎蔵が裁いている。この禎蔵は春場所に復帰し，その

翌場所は木村正蔵に再び改名した。

木村庄之助と式守伊之助が天保１４年正月に草履を履いていたのは，この

『相撲櫓太鼓』でも確認できる。しかし，いつからそれを履き始めたかは，

この『相撲櫓太鼓』では分からない３０）。

『相撲櫓太鼓』には当時の足袋行司が全員掲載されているかどうか定か

でないが３１），当時，足袋行司が地位としてすでに確立していたことは認め

てよい。参考までに，その足袋行司と裁いている取組をいくつか次に示す。
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� 式守鬼一郎： 小柳と荒馬の取組，鏡岩と友綱の取組。

� 木村岸之助： 武蔵野と桐山の取組，常山と黒柳の取組。

� 木村禎蔵： 霧ヶ峰と君ヶ嶽の取組，錦と太孝山の取組。

� 木村竜五郎： 越の海と音羽山の取組，柏戸と白山の取組。
まさか

� 木村市之助： 五十嵐と りの取組，高根山と関の戸の取組３２）。

『相撲櫓太鼓』には取組の図はあるが，裁く行司が描かれていないもの

もあるし，名前が記されていない素足行司が裁いているものもある。素足

行司はおそらく足袋行司より地位が低い行司に違いない。

『相撲櫓太鼓』の足袋行司からは天保１４年正月場所当時，「足袋」が地位

として既に確立していたことは分かるが，いつそれが確立したかは分から

ない。それ以前であることは確かである。また，どのような基準で足袋行

司が決まったかも分からない。上位の行司に許されたことは確かだが，ど

の地位までの行司に許されたのかはやはり不明である。そもそも当時，行

司の地位にどのような段階があり，それをどのような基準で決めていたか

が分からない。

５．天保末期の足袋姿を描いた錦絵

天保１４（１８４３）年には足袋行司がすでに確立していたことは『相撲櫓太

鼓』で確認できたが，それ以前に足袋行司は既に確立していたはずだ。実

際，天保１４年以前にも特定の行司が何人か足袋を履いている。しかし，い

つの時点で足袋行司が地位として認められ，どの地位の行司に足袋が許さ

れるようになったかは定かでない。

天保後期には足袋姿を描いている錦絵が多く見られるようになっている。

それまでは一人とか二人の足袋行司しか見られなかったが，天保１０年以降，
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特に１３年あたりからは上位の足袋行司が何人も見られるようになっている。

なぜそうなったのかは分からない。天保１０年あたりを境にして足袋行司を

許す基準が緩やかになったのだろうか。それとも，それまでもその基準は

同じだったが，足袋行司を描いた錦絵がたまたま少なかっただけだろう

か３３）。

文政末期以降の上位行司の変動をみると，基本的にはほとんど同じであ

る。隣接する行司の間で席順が一枚程度変わったり，しばらく番付から消

えていたが，後で復帰したりすることはある。首席行司に変動があれば，

それに応じてその下位行司にも変化がある。下位の行司がそれだけ上位に

進むので，足袋行司の顔触れもそれだけ変わることになる。しかし，錦絵

の数で見る限り，天保１０年以前に足袋行司を描いた錦絵は非常に少ない。

このようなことを考慮すれば，天保１０年あたりで足袋行司を許す基準に何

らかの変化があったはずだ。それがどのような変化だったかを示す文字資

料はまだ見つかっていない。

それでは，天保１０年以降，顔触れの異なる足袋行司を描いた錦絵を参考

までにいくつか見てみよう３４）。次に示す錦絵は一つを除いて，すべて相撲

の本で見ることができる。

� 式守勘太夫，天保１０年３月，「勧進大相撲の図」，香蝶桜画，SWPM

（p．１２４）

平岩と不知火の取組を描いている。この場所から初代勘太夫は

式守伊之助を襲名した。やはり足袋しか履いていない。当時は式

守伊之助でも足袋は珍しくなかった。従って，勘太夫が伊之助を

襲名した本場所で足袋だけを履いていても，何も不思議ではない

のである。この勘太夫は伊之助を襲名する以前も足袋行司だった

可能性が高いが，それを裏付ける証拠はまだ見ていない３５）。
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� 式守鬼一郎，天保１３年２月か１０月，香蝶桜画，学研『大相撲』（p．９３）

鏡岩と狭布里の取組。天保１２年正月に荒飛から狭布里に改名し

ているが，１１月場所では鏡岩と対戦していない。鏡岩と対戦して

いるのは天保１３年２月と１０月である。おそらくいずれかの場所の

取組を描いたものである。狭布里は天保１４年正月には柏戸に改名

し，鏡岩とも対戦している，錦絵を正月以前に描いた可能性をま

ったく否定できないが，柏戸に改名した後の取組ではないはずだ。

この式守鬼一郎は天保１０年３月番付によると，第四席である。

勘太夫が伊之助になった後なので，鬼一郎は式守家の首席になっ

た。そのために，足袋を許されたのだろうか。それとも，番付の

第四席であるために許されたのだろうか。いずれが正しい見方か

は分からないが，鬼一郎は天保１０年３月には既に足袋を許されて

いた可能性がある。しかし，それを裏付けるにはもっと他の証拠

が必要である３６）。今のところ，その証拠は見つかっていない。

� 木村岸之助，天保１４年正月場所，香蝶桜画，SWPM（p．１２９）

この錦絵は，SWPM（p．１２９）によれば，天保１４年正月場所の

不知火と小柳の取組を描いたものとなっているが，それが正しい

のかどうかは定かでない。不知火は天保１０年１１月に濃鏡里から改

名しているので，それ以前の錦絵でないことは確かだ。不知火と

小柳はその後天保１５年正月まで対戦しているので，その間に描か

れていることも確かだ。しかし，どの年月の取組かを特定化でき

る証拠はその錦絵には見当たらない。そのため，SWPM（p．１２９）

に記されている天保１４年正月場所としてよいのかどうかも分から

ない３７）。正しいかもしれないし，そうでないかもしれない。いず

れにしても，この錦絵は天保１０年１１月場所から天保１５年正月場所

の間に描かれていることは確かだ。
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この錦絵の木村市之助は天保１０年３月番付では第五席であるが，

木村家の中では第四席である。それだけの地位にいれば，当時で

も足袋を既に許されていたとしても不思議ではない。

� 木村竜五郎，天保１３年２月，香蝶桜画，学研『大相撲』（p．９３）

／『江戸相撲錦絵』（pp．５３―４）

越ノ海と高根山の取組。真鶴が高根山に改名したのは天保１３年

２月場所である。その場所で，越ノ海は高根山と対戦している。

その後，高根山は天保１４年１０月場所で雲生嶽に改名しているが，

両力士はその場所まで対戦していない。従って，本場所の対戦し

た取組を考慮すれば，この錦絵は天保１３年２月場所の取組を描い

たものと判断してよい。

� 木村竜五郎，天保１３年１０月か天保１４年正月，香蝶桜画，学研『大

相撲』（p．９２）／『江戸相撲錦絵』（pp．１４２―３）

高根山と小柳の取組。高根山は天保１３年２月に高根山に改名し，

小柳とは天保１３年１０月と１４年正月に対戦している。高根山は天保

１４年正月には雲生嶽に改名しているので，その２場所のうちいず

れかの取組を描いた錦絵ということになる３８）。

� 木村市之助，天保１４年正月，香蝶桜（国貞）画，２０００年相撲浮世

絵カレンダー

常盤山と関ノ戸の取組。天保１４年正月に鷲ケ濱は常盤山に改名

している。その場所で関ノ戸と対戦している。両力士が天保時代

に対戦したのはこれが最後である。絵師の香蝶桜国貞は天保１５年

に香蝶桜豊国に改名しているが，この錦絵の署名は香蝶桜国貞に

なっている３９）。従って，署名に基づけば，この錦絵は天保１４年正
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月場所の取組を描いたものだと判断してよい。

６．おわりに

本稿では，足袋行司が「いつ」現れ，「いつ」定着したかを解明するつ

もりだったが，その具体的な年月を確定できなかった。解明できたのは次

の二つである。

� 足袋行司が現れたのは，文政７年１０月から天保４（１８３３）年２月

の間である。

� 足袋行司が定着したのは，天保中期か末期である。

文政６（１８２３）年１０月の錦絵には第四席の木村庄太郎が素足で描かれて

いる。その錦絵の年月が正しければ，それまでは素足行司だったことが分

かる。従って，足袋行司が現れたのはそれ以降となる。天保４（１８３３）年

２月の取組を描いた錦絵には木村正蔵が足袋行司になっている。従って，

それまでには足袋行司が現れたことになる。その間，どの時点で素足行司

から足袋行司に変わったのかはまったく分からない。具体的な年月を確定

できる資料がないからである。いつか，具体的な年月を確定できる資料が

見つかれば，もっと幅の狭い期間になることは間違いない。

異なる顔触れの足袋行司が一挙に現れるようになるのは，天保末期であ

る。その頃にはすでに足袋行司の制度は確立している。しかし，その制度

は天保中期あるいはそれ以前に既に確立していた可能性もある。どれが歴

史的に見て正しいかは今後の研究に俟つしかない。特に文字資料が見つか

れば，本稿の指摘が正しいかどうかは判明する。

本稿では，天保時代までの足袋行司に対象を限定してあるが，それ以降
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どのように足袋行司の制度が変わってきたについてはまったく触れていな

い。天保時代の「足袋」は上位の行司に許された可能性が高いが，その具

体的な地位や名称ははっきりしない。現在では幕内行司と十両行司にも許

されているが，天保から現在までに足袋を許す制度が変わっていることは

確かだ。どのような変化を経て現在の足袋行司の制度が確立するようにな

ったかは，やはり今後の研究に俟たなければならない４０）。

本稿では，天保期までに足袋行司がどのような経緯で定着したのかにつ

いても触れていない。それに触れたくても資料が欠しいのである。文政７

（１８２４）年から天保中期にかけては錦絵もたくさんあるが，足袋行司を描

いてある錦絵は極めて少ない。また，その時期に書かれた文字資料にも足

袋行司の制度について言及してあるものが見当たらない。しかし，いつか，

足袋行司が定着する過程について述べてある資料が見つかるかもしれない。

注

１）履きものを中心に行司を分類してあるが，この三区分は便宜上の区分である。現

在，三役格と立行司を一つにまとめて「草履行司」と呼ぶことはほとんどない。

以前は，足袋行司のうち十両格を「足袋格」，幕内格を「本足袋」と呼ぶこともあ

った。三役格は現在，草履を履いているが，そうなったのは昭和３５年１月である。

それ以前は履かない時期もあった。これについては拙著『大相撲行司の軍配房と

土俵』の第５章「草履の朱房行司と無草履の朱房行司」でも扱ってある。

２）木村庄之助に草履が天明８年以降に許されたことは拙著『大相撲行司の伝統と変

化』の第４章「行司と草履」でも述べてある。そして天明７年以前の木村庄之助

に授与された免許状の文面には問題があることも指摘してある。草履が許された

のは厳密には天明８年というより天明７年１２月かもしれない。「相撲行司家伝」（文

政１０年１１月）によると，７代木村庄之助に授与された免許状は天明７年１２月の日

付となっており，その文面に草履が許されている。その免許状の文面と交付日が

事実を正しく反映しているかどうかはまだ検討の余地があるが，「差し上げ申す一

札の事」（寛政元年１１月）に基づき，本稿では木村庄之助は天明８年から草履を履

くようになったとしておく。この文書は多くの相撲の本で見られるが，たとえば

酒井著『日本相撲史（上）』（p．１６６）もその一つである。

３）元禄の頃の相撲を描いた絵図資料には足袋と草履を履いた行司もいる（たとえば

「四十八手絵巻」（堺市博物館製作『相撲の歴史』（p．２４／p．２６））。天明８年以前の
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足袋や草履は地位を表す履きものではなかった。実際，絵図ではほとんど，素足

で描かれている。

４）これは江戸相撲だけに適用されることかもしれない。というのは，大阪相撲や京

都相撲では当時でも足袋行司を描いた錦絵がときどき見られるからである。大阪

相撲や京都相撲では江戸相撲と違い，地位としての足袋行司を認めていたのか，

それとも行司が自由に足袋を履くことが許されていたのか定かでない。たとえば，

天明２年ごろの錦絵でも木村槌之助が足袋を履いて渦ヶ淵と荒海の取組を裁いて

いる（SWPM（p．７０））。この錦絵には絵師の署名がない。また，木村虎吉の足袋

姿を描いた錦絵（春英画）があるが，文化７年以前に描かれたようだ。この行司

は京都相撲の行司らしい。この錦絵は同じ春英画の７代木村庄之助の一人立ちの

錦絵（学研『大相撲』（p．７４））とよく似ていることから，寛政期に描かれている

かもしれない。木村寅吉という行司が天保３年５月に吉田司家の故実門人になっ

ているが（荒木著『相撲道と吉田司家』（p．１９８）），春英の活動期と異なることか

ら錦絵の木村虎吉とは異なる人物に違いない。

５）相撲の錦絵に詳しい方にも何人かその年月の割り出しを尋ねたが，明確な返事を

もらうことができなかった。五渡亭を香蝶桜に改名したのは文政１０年頃らしいが，

改名後も五渡亭をときには使用していることから，絵師の署名だけでは年月を割

り出せないのである。

６）本稿では文政７年以降に足袋行司は現れたという立場だが，その理由は文政６年

１０月以前に足袋行司を裏付ける資料がないからである。もしそのような資料が見

つかったなら，本稿の年月は，もちろん，修正しなければならない。

７）錦絵に記載されている力士名を考慮すると，文政６年１０月頃に描かれている。

８）文政２年冬場所か３年春場所の頃に描かれた絵図「相撲双六」（『相撲浮世絵』

（p．１９８））がある。絵図の下部に素足の行司が描かれている。この行司は双六ゲー

ムの開始を合図する役割を果たしているので，地位が低い行司である。たとえ足

袋行司が当時すでに出現していたとしても，地位が低ければ素足である。従って，

この絵図は足袋行司とは関係ない。文政初期に描かれた絵図なので，参考までに

取り上げておく。

９）文化１３年２月の番付によると，上位の行司は木村庄之助，式守伊之助，式守鬼一

郎，木村庄太郎，式守卯之助，岩井嘉七の順序になっている。式守鬼一郎には文

化６年９月に草履が許されている（『ちから草』（p．２６））。それまで式守鬼一郎は

素足だったに違いない。草履を許されたとき，それに付随して足袋も履くように

なった。第二席の式守伊之助が文化６年９月当時，草履行司だったのか素足行司

だったのかは不明である。鬼一郎が草履を許されたら，伊之助も草履を許されて

当然である。しかし，その草履を裏付ける証拠がまだ見つかっていない。

１０）堺市博物館製作『相撲の歴史』（p．６４）にも同じ絵図があり，解説では河村文鳳画

（p．１０９）となっている。
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１１）この上覧相撲の様子を描いた文字資料はたくさんある。それに比べ，絵図資料は

非常に少ない。そして，木村庄之助にしても草履を履いていたのか，素足だった

のかを確認しようとすると，資料がもっと少なくなる。いずれにしても，木村庄

之助が素足だったことは絵図資料から確認できる。もちろん，他の行司もすべて

素足だった。

１２）これは拙著『大相撲行司の軍配房と土俵』の第２章「上覧相撲の横綱土俵入りと

行司の着用具」でも詳しく扱ってある。

１３）寛政３年当時，行司の地位に何段階あり，それぞれをどのような名称で呼んでい

たかは分からない。従って，三役行司という地位や朱色の行司といった名称があ

ったかどうかも分からない。房の色に関しては，木村庄之助や上位行司が朱色だ

ったことは分かっても，それ以下の行司がどんな色を使用していたかは必ずしも

はっきりしない。ちなみに，軍配房の朱色は少なくとも元禄の頃の絵図「四十八

手絵巻」（p．２４）や「相撲之図」（p．２２）（堺市相撲博物館製作『相撲の歴史』）な

どでも確認できる。その頃，朱房が行司の地位と結びついていたかどうははっき

りしない。

１４）寛政６年５月の上覧相撲の様子を描いた錦絵では，木村庄之助は草履を履いてい

る（『相撲浮世絵』（p．１６４）／堺市博物館製作『相撲の歴史』（p．４０））。錦絵の力

士名を見ると，寛政５年３月の番付に基づいている（『相撲浮世絵』（p．１６４））。こ

の上覧相撲で木村庄之助が実際に草履を履いていたかどうかは必ずしも定かでな

い。もし木村庄之助が草履を履いていたなら，『相撲家伝鈔』（正徳４年）に述べ

てあることが守られていないことになる。また，履いていなかったなら，それに

従ったことになる。いずれにしろ，木村庄之助が寛政６年５月の上覧相撲で草履

を履いていたかどうかは，もっと他の資料で確認する必要がある。

１５）この木村庄太郎（５代）は文政７年１０月に９代木村庄之助を襲名している。「相撲

行司家伝」（文政１０年）によると，９代木村庄之助は文政８年３月に草履の免許を

授与されている。草履を許される前，足袋行司だったのか，それとも素足行司だ

ったのか，気になるところだ。足袋行司が文政７年までにすでに許されていれば

足袋行司だったことは間違いないが，そうでなければ素足行司だったことになる。

何れかを裏付ける確かな証拠が，今のところ，見つかっていない。

１６）この錦絵の年月に関しては長崎在住の相撲史家田中健氏にお世話になった。越ヶ

濱と追手風がいつから取組むようになったかに関してもその経過を詳しく調べ，

その資料を提供してくれた。その資料は本稿の末尾に資料（１）として提示して

ある。本稿では田中氏の特定化した天保４年２月に賛同し，それを採用してある。

もしこの年月が間違っていることがいつか判明するようなことがあれば，その責

任はもちろん，私にある。

１７）この錦絵については『相撲絵展』（p．１６）にも解説があり，「越ヶ濱」と「追手風」

の力士名では実際に対戦していないことが記されている。そして，錦絵は天保２
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年の取組を描写したかもしれないと推測している。これは本稿の天保４年２月と

異なる年月だが，どれが事実に合致するかは今後の研究課題としておきたい。い

ずれにしても，木村正蔵は遅くとも天保４年までにはすでに足袋行司として描か

れていることから。天保初期にはすでに足袋行司が出現していたことになる。

１８）錦絵の五渡亭にこだわり，香蝶桜に改名する以前にその絵は描かれていると仮定

すれば，その可能性は文政７年か８年のいずれかである。というのは，木村庄太

郎は文政６年に素足だったことが錦絵で確認できるし，木村正蔵は文政９年正月

には番付から消えているからである。そのいずれかの年月を裏付ける絵図資料や

文字資料はまだ見ていないので，この錦絵は両力士名から判断し，天保初期に描

かれたものとしておく。

１９）五渡亭から香蝶桜に改名した後，いつまで五渡亭も使用したかが分かれば，錦絵

が描かれた年月がある程度正確に推測できる。つまり，その錦絵はその年月まで

に描かれていることが分かる。手元にある資料がかなり限定されているため，五

渡亭が天保時代のいつ頃まで使用されていたのかを確認できなかった。これを調

べるのも今後の課題である。

２０）行司は吉田司家の故実門人に加えられると，草履も許されるのが普通だが，その

故実門人になるのは木村庄之助や式守伊之助を襲名した場所と必ずしも同じでは

ない。襲名する以前に故実門人になる場合もあるし，襲名後になる場合もある。

しかも，故実門人になった年月と襲名年月がかなり離れていることもある。従っ

て，草履をいつ履き始めたかを明確に知るにはそれを裏付ける別の証拠が必要に

なる。故実門人になった年月は草履を許された年月を知る手掛かりにしか過ぎな

いのである。このことは特に強調しておきたい。

２１）稲妻の横綱を巡っては吉田司家と五条家との間で争いが起きている（吉田著『原

点に還れ』（pp．１９６―９））。吉田家の免許を重視すれば，この錦絵は文政１３年９月

以降に描かれていることになる。

２２）錦絵の署名は必ずしも本人が書いたものだとは言えないこともある。絵師の死亡

年月がはっきりしているにもかかわらず，その絵師の署名があれば，それは偽り

だと断言できる。しかし，絵師が生きていても，本人の署名だとは限らない。ど

れが本物で，どれが偽物かを判別するのは必ずしも容易でない。そのような問題

点があることは確かだが，本稿で扱う錦絵では署名の真偽にはあまりこだわって

いない。

２３）木村正蔵が文政８年１０月以前に足袋行司を許された可能性をまったく否定できな

いが，文政７年以前の絵図資料や文字資料では足袋行司を確認できるものがまだ

見つかっていない。

２４）木村正蔵は両手に半紙を広げて何かを読み上げている恰好だが，これは少なくと

も「顔触れ」の様子ではない。足元に布の巻物らしいものが置かれていることか

ら，その品物に関するリストや贈呈者などを読み上げているのかもしれない。そ
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の様子が何を表しているかは明確でないが，本稿と関わりのあるものは履きもの

としての「足袋」である。

２５）足袋行司が現れた頃，それについて記述してある文字資料が見つかれば，足袋行

司がいつ現れたかという疑問は簡単に解決する。足袋行司が制度的に決まったの

であれば，何かの資料の中にそれが記述されているかもしれない。そのような資

料がいつか見つかることを期待している。

２６）式守伊之助を襲名しても足袋だけの場合もある。たとえば，初代式守勘太夫は天

保１０年３月に５代式守伊之助になったが，その時は足袋を履いていた。それは錦

絵で確認できる（SWPM（p．１２４））．この伊之助は天保１１年８月に「故実門人」に

なっている（『ちから草』（p．１２８））。この式守伊之助も天保１４年９月の徳川家定公

上覧相撲を描いた「徳川治蹟年間紀事」の図では草履を履いている（堺市博物館

製作『相撲の歴史』（p．４０））。

２７）この足袋姿の行司は１１代木村庄之助である。草履を履いて描かれた１１代木村庄之

助と容貌がよく似ている。たとえば，「勧進大相撲取組の図」や「剣山と荒馬の取

組の図」（いずれも天保１４年，香蝶桜画，『江戸相撲錦絵』（p．９７））などがある。

この木村庄之助が草履を履くようになったのは，おそらく，天保１２年６月に吉田

司家の「故実門人」になってからである（『ちから草』（p．１２８））。１１代木村庄之助

には天保１２年１１月まで一枚上に木村松翁（主席）がいたので，この天保１２年１１月

には木村松翁と共に少なくとも一場所，草履を共に履いていたことになる。木村

松翁（首席）と１０代木村庄之助（次席）の頃にも二人が共に草履を履いていたが，１１

代木村庄之助は天保１０年３月の襲名時には草履を履いていない。その時には吉田

司家の「故実門人」にもなっていない。当時，木村庄之助を襲名すれば，同時に

草履が履けるという制度にはなっていなかった。故実門人に加えられる前に草履

をまったく履いていなかったかどうかは気になるところだ。故実門人になる前で

あっても草履を許されることはあったからである。いずれにしても，木村庄之助

を襲名した後，しばらく草履を履いていなかったことは確かだ。

２８）木村庄太郎が天保４年１１月から木村庄之助を襲名した天保１０年３月場所まで行司

としてどのような役割を果たしていたかははっきりしない。番付では庄太郎の名

前は見当たらない。しかし，いきなり天保１０年３月に木村庄之助を襲名している

ことから，行司として何らかの役割を演じていた可能性もある。

２９）『当世相撲金剛伝（西）』（天保１５年）にも大男生月鯨太左エ門の土俵入りが掲載さ

れている。裁いている大阪行司の木村槌之助は足袋を履いている。この『当世相

撲金剛伝（西）』には江戸相撲の上位行司も紹介されているが，足袋に関しては何

も述べていない。なお，文政１１年の『相撲金剛伝』や『角觝詳説活金剛伝』にも

足袋に関することは何もない。

３０）１１代木村庄之助は天保１２年６月に故実門人になっている（『ちから草』（p．１２８））。

また，５代式守伊之助は天保１１年８月に故実門人になっている（『ちから草』
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（p．１２８））。故実門人になってからは草履を履いているはずだが，それ以前に特別

に草履を許されていなかったかどうかが必ずしもはっきりしない。故実門人にな

って初めて草履を履けたのか，それとも故実門人と草履は必ずしも密接な関係に

なかったのかを吟味する必要がある。

３１）足袋を履いていた可能性のある行司は，たとえば，式守源太郎がいる。もし木村

源太郎が足袋を履いていなければ，天保１４年正月の足袋行司はすべて『相撲櫓太

鼓』には記載されていることになる。

３２）天保末期の足袋姿を描いた錦絵はもっと他の資料の中でも見ることができるが，

そのような資料はここでは省略する。『相撲櫓太鼓』に掲載されている足袋行司と

ほとんど同じだからである。

３３）相撲が隆盛の頃は錦絵もよく描かれているが，そうでないときはやはり少ない。

相撲は常に継続されていたので，制度が変化する可能性は常にある。

３４）これらの錦絵が描かれた年月にはミスがあるかもしれない。描かれている力士を

手掛かりに年月は割り出してあるが，同じ力士の取組は必ずしも一回だけとは限

らない。また，横綱土俵入りでもどの場所のものかを必ずしも正確に割り出せな

い場合もある。

３５）天保９年１０月番付によると，この式守勘太夫は第五席で，式守家の中では首席で

ある。もしこの１０月場所まで素足だったならば，式守伊之助を襲名した天保１０年

３月場所で初めて足袋を履いたことになる。足袋を許す基準が番付の席順に基づ

いていたのか，木村家や式守家の中の席順に基づいていたのかがはっきりしない。

それぞれの行司家の中での席順で決めていたなら，式守家の勘太夫は伊之助を襲

名する前にも足袋を履いていたはずだ。しかし，番付の席順で決めていたなら，

足袋を履いていたかどうかは微妙である。いずれにしても，裏付けとなる証拠が

ほしいところだ。

３６）この判断が正しければ，天保１０年３月以降に描かれた錦絵では鬼一郎は足袋姿で

あることになる。そのような錦絵が見つかりそうだが，今までのところ，まだ見

つかっていない。天保１０年３月から１２年１１月までの錦絵が見つかれば，鬼一郎が

いつ頃足袋を許されたかがかなり正確に割り出せるはずだ。

３７）この錦絵が天保１４年正月の取組を描いたものだとしても，市之助は当時すでに足

袋行司になっていたので，その年月はそれほど重要ではない。天保１４年の錦絵は

足袋が既に許されていたことを確認できる証拠である。『相撲櫓太鼓』でもそれは

確認できた。

３８）この錦絵の年月を『江戸相撲錦絵』（pp．１４２―３）では天保１３年としている。天保

１３年２月に真鶴は高根山に改名しているが，その場所では高根山は小柳と対戦し

ていない。

３９）木村市之助は荒馬対小柳の取組や黒雲対要石の取組などを描いた錦絵もあるが，

絵師はいずれも香蝶桜豊国となっている。これらの錦絵は弘化以降に描かれたも



190

のに違いない。

４０）『毎日新聞』（M３８．２．６）によると，木村瀬平が弘化３年，足袋を許されている。こ

れは十両格に相当する「格足袋」である。『毎日新聞』の行司歴が弘化時代の行司

の階級を忠実に記述してあるのであれば，少なくとも弘化時代には「足袋格」行

司がいたことになる。小池（８９）によると，木村瀬平は慶応元年，紅白紐を許さ

れている（H９，p．１５９）。足袋格より上位の「本足袋」（すなわち幕内格に相当す

る行司）ももちろん「足袋」を許されていたに違いない。このような事例から，

幕末までには現在の十両格以上の行司はすでに「足袋」を許されていることが分

かる。たとえ足袋を許された行司が幕末までにはすでに決まっていたとしても，

いつの時点で「格足袋」や「足袋格」が区別されるようになったか，またいつの

時点で房の色が決まったかは，やはり今後解明しなければならない。
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資料（１）： 越ヶ濱と追手風の対戦

これは長崎在住の相撲史家田中健氏の資料である１）。私の調査よりも格

段に精密である。越ヶ濱と追手風の取組を描いた錦絵（『相撲絵展』（p．１６））

の年月に関し，田中氏にご教示を仰いだところ，この資料と共に天保４

（１８３３）年２月の可能性が高いというお便りをいただいた。その年月を割

り出した解説もあるが，ここでは割愛する。

場所年月 追手風喜太郎 対戦日 越ヶ濱岩五郎

文政７．１０ � 西前七 ● 黒 柳（七日目）越ヶ濱○ 東幕下２２）

〃 ８．１ � 〃 〃 △ 〃 （六日目） 〃 △３）〃前七

〃 ８．１０ � 〃前六 △ 〃 （七日目） 〃 △ 〃前五

〃 ９．１ 〃 〃 〃 （ なし ） 〃 〃 〃

〃 ９．１０ 〃前三 〃 （ 〃 ） 〃 〃前四

〃 １０．３ 〃前四 〃 （ 〃 ） 〃 〃 〃

〃 １０．１１ 〃前二 〃 （ 〃 ） 〃 〃前一

〃 １１．３ 〃前四 〃 （ 〃 ） 〃 〃小結

〃 １１．１０ � 〃前一 △ 〃 （九日目） 〃 △ 〃前一

〃 １２．２ 〃 〃 〃 （ なし ） 〃 〃 〃

〃 １２．１０ � 〃 〃 ○ 〃 （四日目） 〃 ● 〃 〃

〃 １３．３ 〃 〃 〃 （ なし ） 〃 〃 〃

〃 １３．１１ 〃 〃 〃 （ 〃 ） 〃 〃 〃

天保２．２ 〃 〃 逐手風（ 〃 ） 〃 〃 〃

〃 ２．１１ 〃 〃 〃 （ 〃 ） 〃 〃 〃

〃 ３閏１１ 〃 〃 〃 （ 〃 ）荒 磯 〃 〃４）

〃 ４．２ � 〃 〃 ● 〃 （八日目） 〃 ○ 〃 〃
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〃 ４．１１ 〃小結 追手風（ なし ） 〃 〃 〃

〃 ５．１ � 〃 〃 ○ 〃 （六日目） 〃 ● 〃 〃

〃 ５．１１ � 〃関脇 ○ 逐手風（四日目） 〃 ● 〃前二

〃 ６．１ � 〃 〃 ○ 追手風（七日目） 〃 ● 〃前四

〃 ６．１０ � 〃小結 ○ 〃 （八日目） 〃 ● 〃 〃

〃 ７．２ � 〃 〃 ○ 〃 （四日目） 〃 ● 〃前三

〃 ７．１１ 〃大関 〃 （ なし ） 〃 〃前二

〃 ８．１ � 〃関脇 ○ 〃 （四日目） 〃 ● 〃 〃

資料（２）： 木村正蔵の行司歴

文政６（１８２３）年１０月の錦絵（小柳と四賀峯の取組，春亭画，『江戸相撲

錦絵』（pp．３０―１））で木村庄太郎（第四席）が素足なので，文政５年以降

の行司歴を見て行くことにする。

文政５年１０月 庄之助（８代）―伊之助（３代）―庄太郎（５代）―正蔵

この席順は文政７年正月場所まで同じ。

文政７年１０月 庄之助（９代）―伊之助―正蔵―庄太郎（６代）

５代庄太郎が９代庄之助を襲名し，正助が６代庄太郎になっ

た。この席順は文政８年１０月まで同じ。

文政９年正月 庄之助―伊之助―庄太郎―与太夫

正蔵は番付からいなくなる。これは文政１１年３月まで同じ。

文政１１年１０月 庄之助―伊之助―正蔵―庄太郎―与太夫

正蔵は復帰する。この席順は文政１３年１１月まで同じ。

天保２年２月 庄之助―正蔵―庄太郎―与太夫

これは天保２年１１月まで同じ。伊之助が引退した。伊之助は
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天保５年１月まで消える。

天保３年１１月 庄之助―正蔵―与太夫―喜代治

庄太郎がいなくなる。

天保４年２月 庄之助―正蔵―庄太郎―与太夫―喜代治

庄太郎が復帰する。

天保４年１０月 庄之助―正蔵―喜代治―正九郎

天保５年１月 庄之助―正蔵―喜代治―与太夫―正九郎

天保５年１０月 庄之助（９代）―正蔵―喜代治―伊之助

伊之助が復帰するが，第四席になっている。

天保６年正月 庄之助（喜左衛門再勤）―勘太夫―宗助

正蔵と伊之助が番付から消えている。正蔵が復帰するのは天

保７年１１月である。

天保６年１０月 庄之助―伊之助―峰之助―勘太夫―鬼一郎―金治郎

伊之助の名が番付に見える。

天保７年２月 木村松翁―庄之助（１０代）―伊之助―勘太夫―鬼一郎

木村松翁が番付に見える５）。

天保７年１１月 松翁―庄之助―伊之助―峰之助―禎蔵―勘太夫―鬼一郎

正蔵は禎蔵に改名し，復帰する。

天保８年正月 松翁―庄之助―伊之助―峰之助―正蔵―勘太夫―鬼一郎

禎蔵を正蔵へ再び改名する。

天保８年１０月 松翁―庄之助（１０代）―峰之助―正蔵―勘太夫―鬼一郎

伊之助が番付から消える。正蔵は第四席である。この席順は

天保９年１０月まで基本的に同じ。

天保１０年３月 松翁―庄之助（１１代）―伊之助―鬼一郎―市之助―竜五郎

庄太郎が庄之助（１１代）は襲名した。これは天保１２年１１月ま

で同じ。正蔵は天保１３年１０月まで番付から消えている。

天保１３年２月 庄之助―伊之助―源吾―鬼一郎
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松翁が引退した。庄之助が首席になる。第三席が源吾になっ

ている６）。

天保１３年１０月 庄之助―伊之助―鬼一郎

源吾が番付から消える。

天保１４年１月 庄之助―伊之助―鬼一郎

正蔵は復帰し，禎蔵に改名している。禎蔵は番付一段目の左

端に記載されているが，この席順が「実際の」席順と同じか

どうかは定かでない。

天保１４年１０月 庄之助―伊之助―庄太郎―鬼一郎

禎蔵が庄太郎に改名している。庄太郎は番付一段目の右端に

記載されている。

天保１５年正月 庄之助―伊之助―鬼一郎

庄太郎から正蔵に改名している。番付では鬼一郎のほうが正

蔵より上位になっている７）。番付の記載方法が変わっている

のか，何か特別の理由があるのかはっきりしない。本来なら，

鬼一郎より上位にいるはずだからである。

弘化２年２月 正蔵は庄之助（第１２代）となる。嘉永６年２月場所まで

続く。

注

１）この資料は本稿に提示してもよいという許可を田中健氏から受けてある（２０１２年

９月）。内容はそのままだが，提示の仕方が少し異なる。

２）酒井著『日本相撲史（上）』（p．２６７）では黒柳の七日目対戦相手が「越ノ海」とな

っているが，これは「越ヶ濱」のミスである。越ノ海はこの場所，休場していた。

たとえ休場していなくても，越ノ海と黒柳は同じ西方なので，対戦しない。

３）この△印は「勝負預り」を表す。

４）越ヶ濱は三日目から荒磯に改名している。

５）「松翁」という名称のついた行司や年寄に関しては池田著『大相撲ものしり帖』（H

２，pp．１９１―５）に簡潔な解説がある。天保７年２月番付に見られる木村松翁は行司

を引退していた８代木村庄之助が行司に復帰し，１０代木村庄之助の上位になってい
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る。６代木村庄太郎が天保１０年３月に１１代木村庄之助を襲名しても，この木村松翁

は首席のままだった，つまり，木村松翁は天保７年２月から天保１２年１１月まで常に

首席，１０代と１１代木村庄之助は第二席だった。第二席だった１１代木村庄之助が首席

になったのは天保１３年２月である。木村庄之助は天保１２年１１月に行司を引退してい

る。

６）荒木著『相撲道と吉田司家』（p．１９８）に「天保１２年６月，木村玉之助，木村源吾

を行司故実門人とす」とある。この行司は大阪相撲から参加したのかもしれない。

この場所だけ番付には記載されている。

７）『当世相撲金剛伝（東）』（天保１５年）には木村正蔵が他の行司と別格に掲載され

ている。


